
成田東和田ステーションカーシェア利用同意書 
 
成田東和田ステーションの車両利用時には、原則としてJoyCaホームページに記載の注意事項、重要事項、
会員規約、並びに貸渡約款(以下合わせて「JoyCa約款」といいます)を適用します。しかしながらキャンピン
グカーは一般車とは異なり取り扱いに特別の注意を要する車両であることから、成田東和田ステーション配
置の車両の利用に際しては、下記の同意書記載の特約（以下「本特約」といいます）がJoyCa約款に優先して
適用されます。本特約に定めのない事項については、JoyCa約款が適用されます。 
 
① JoyCaホームページに記載のJoyCa約款並びに成田東和田ステーションホームページに記載の車両取扱い
説明書及び注意事項をよくご確認ください。      

② この同意書の各項目をよくお読みいただき、最後にある署名欄に日付、代表利用者の電子署名の上、  
成田東和田ステーション管理者まで返信をお願いいたします。 
この同意書に電子署名したのち返信していただくと、折り返しJoyCa入会に必要なキャンペーンコードをお知らせ

します。そのキャンペーンコードを用いて、JoyCa Web入会手続きを行うようにしてください。 
 

同意書 
 
１.成田東和田ステーションの車両取扱い説明書及び注意事項の内容を理解し遵守いたします。 
これらの情報を読んでいなかった為に車両もしくは装備品に修理もしくは現状回復が必要な状況が発生した
場合は、利用者の過失となり現状回復費用の実費負担をお願いする可能性がありますのでご注意ください。 

２.運転者について 
成田東和田ステーションの貸出車両は全て車体の大きなキャンピングカーです。ある程度運転に慣れている
方に貸し出しを限定させていただいております。 
■ 成田東和田ステーション貸出車両は、全て普通免許で運転できます。 
※成田東和田ステーションの貸出車両は全て車両総重量が3.5トン未満ですので、2017年3月12日以降に普通 
免許を取得された方でも運転できます。 

■ 貸出キャンピングカーを運転できるのは年齢26歳以上の方に限らせていただきます。 
■ 年齢にかかわらず普通免許取得後3年未満の方のキャンピングカーの運転は不可とさせていただきます。 
■ 前２項の条件を満たさない方が運転されて事故を起こした場合、JoyCa約款並びに本特約に定めた補償の適
用がされない場合があります。 

３.利用者の自家用車の駐車について 
■ カーシェアリング利用時間内に限り、ご利用者の車をシェアカーと入れ替えで無料駐車できます。   
※駐車中の事故、破損、盗難等の損害について成田東和田ステーション管理者は一切の責任を負いません。 
※駐車位置は「C区画」（輪止めが設置されている区画）のみですのでご注意ください。   

４.保険・補償のシステム 
万一の事故の場合には、下記の内容での補償が受けられます。 
■ 対人賠償…１名の限度額  ： 無制限（自賠責3,000万円を含む）  
■ 対物賠償…１事故の限度額 ： 無制限 
■ 人身傷害…１名の限度額    ： 無制限（契約の車に搭乗中のみ補償）  
■ 車両損害…1事故限度額   ： 車両時価額（免責金額10万円）  
■ ロードサービス利用できます 
■ 弁護士費用特約付き 
※保険の免責金額及び給付される保険金を超える損害額はお客様のご負担となります。 
※保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。また、警察の事故証明の無い 
場合、保険金が給付されない場合もございます。 

※車両保険の適用ができない事故等発生の場合は、全額実費の負担が必要となります。 
事故以外で発生した利用者の過失による車両又は内外装備品への汚損・破損等には保険適用はできませ
ん。修理・回復費用については、実費での負担となりますのでご注意ください。 



   JoyCa規定類に加えて保険・補償が適用できない場合（成田東和田ステーションルール） 
• 飛び石等の飛来物によるガラスのひび割れ及び破損 
• ホイールの破損 
• ライトの点けっぱなしによるバッテリートラブル 
• 鍵の紛失 
• 施錠しないで駐車したことに起因する盗難等による被害 
• 車内外装備品の破損・汚損 
• 車内装備品の紛失 
• 維持管理された道路以外を走行時に発生した事故や車両損害 
• 給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費 
• チャイルドシートの取り付けおよび装備不備による損害   

       

5.ノンオペレーションチャージ（NOC）について 
万一事故にあわれた場合、又は車両の修理が必要になった場合など、現状回復完了まで車両が使用でき
ない期間の休業補償の一部としてご負担いただきます。 
■ 東和田ステーションに返却された場合（自走可能の場合） …150,000円 
■ 上記以外の場合（自走不可能の場合）.                            …200,000円 
※走行可能でも東和田ステーションに返却されなかった場合（路上放置等）は返却に要する実費を申し  
受けます。 

※当て逃げ被害の場合にも適用します。 
※同意書の提出のない無断でのペット同乗利用があった場合、NOC(自走可能の場合)を準用します。 
 
6.車内での調理について 
焼肉など車内に匂いの残る調理はご遠慮ください。著しい匂い、汚れが車内に残っている場合には別途 ク
リーニング代が発生する場合がありますのでご注意ください。 
 
7.車内外の装備品について 
■ 貸出車両「ZIL」にはトイレおよびシャワーが装備されていますが、使用禁止とします。 
トイレ使用の形跡が発見された場合には、クリーニング代として50,000円をご負担いただきます。 

■ サイドオーニングの使用は禁止とします。 
■ スタッドレスタイヤとノーマルタイヤの履き替えは東和田ステーション管理者の判断により適宜実施して
います。 

■ 給油カード（ENEOSビジネスカード）を車両に備え付けていますので、給油時はこれを利用して下さい。 
※ENEOSビジネスカードが使用できない場合には、JoyCaの規定に従ってください。 
 
8.返却時の車内美化について 
運転席・助手席を除く、車両後方のキャビン内では土足禁止です。                               
車両返却時には、備え付けの粘着カーペットクリーナーを使用して簡単に掃除をお願いいたします。また車
内にはゴミ等は残さずご自宅にお持ち帰りください。東和田ステーションは無人のためゴミの引き取りはで
きません。 
 
9.故障について 
東和田ステーションの車両は法定整備点検を完全実施していますが、経年劣化による故障や不測の故障が発
生する場合があります。故障による代車のご用意はお約束致しかねます。また代車レンタカー費用、宿泊
費、交通費の補償は行っておりませんのでご了承ください。 
 

 

 
  上記全ての項目について承諾し貸出条件に同意し、JoyCa並びに東和田ステーション管理者への異議   
申し立ては行いません。 

          
  
 日付（西暦）                  署名 



成田東和田ステーションカーシェア利用同意書 
（ペット同乗） 

 
成田東和田ステーションの車両利用時には、原則としてJoyCaホームページに記載の注意事項、重要事項、
会員規約、並びに貸渡約款(以下合わせて「JoyCa約款」といいます)を適用します。しかしながらキャンピン
グカーは一般車とは異なり取り扱いに特別の注意を要する車両であることから、成田東和田ステーション配
置の車両の利用に際しては、下記の同意書記載の特約（以下「本特約」といいます）がJoyCa約款に優先して
適用されます。本特約に定めのない事項については、JoyCa約款が適用されます。 
 
③ JoyCaホームページに記載のJoyCa約款並びに成田東和田ステーションホームページに記載の車両取扱い
説明書及び注意事項をよくご確認ください。 

④ 成田東和田ステーション貸出車両にペットを同乗させる場合には、成田東和田ステーションカーシェア利
用同意書および、成田東和田ステーション利用同意書（ペット同乗）の両方に同意していただく必要があ
ります。         

⑤ この同意書の各項目をよくお読みいただき、最後にある署名欄に日付、代表利用者の電子署名の上、  
成田東和田ステーション管理者まで返信をお願いいたします。 
２つの同意書に電子署名したのち返信していただくと、折り返しJoyCa入会に必要なキャンペーンコードをお知ら
せします。そのキャンペーンコードを用いて、JoyCa Web入会手続きを行うようにしてください。 

 

同意書 
 
１. 成田東和田ステーションの車両取扱い説明書及び注意事項の内容を理解し遵守いたします。 
ペット同乗に伴い、車両もしくは装備品に修理もしくは現状回復が必要な状況が発生した場合は、飼い主の
責任となり現状回復費用の実費負担をお願いする可能性があります。 
 

２. ペット同乗料金について 
・ペット同乗の場合、臭気対策として空気清浄機の有料オプション利用を義務付けさせていただきます。 
 空気清浄機の利用料金として車両貸出暦日1日あたり2500円を別途お支払いいただきます。 
・空気清浄機利用料金は、有料オプション利用料金と同様に車両出発前までに当ステーション管理者指定の 
PayPay銀行への送金による前払いをお願いいたします。 

３. ペット同乗車両について 
成田東和田ステーションの貸出車両のうち、ペット同乗は「ジル」に限定します。 

4.ペット同乗のルール厳守について 
ペット同乗での利用にあたっては以下のルールを厳守します。 
・同乗できるペットは、ケージに入ることのできる大きさのペットに限定します。 
・同乗ペットの数の制限はありません。 
・トイレの躾ができているペットに限定します。 
・1年以内に狂犬病の予防接種、伝染病の混合ワクチン接種を受けていること。 
・ノミ・ダニの定期的な駆除を行なっていること。 
・車両利用開始前までにシャンプーを済ませておくこと。 
・安全の為、走行中はペットを必ずケージの中に入れておくこと。 
 （大変危険なので、ケージをバンクベッドには置かないこと） 
・キャビン内では、ペット用防水シーツを敷き、直接シートやベッドに乗せないこと。 
・キャビンシートは防水仕様ですが、普段ペットがお使いのカバーや毛布などを敷いていただくことにより 
ペットも自分のニオイがするものがあれば安心して乗車出来ます。 
・車内の設備をかじったり、爪で引っ掻いたりしないように飼い主が注意すること。 



・キャビン内で嘔吐、排泄をさせないこと。 
・トイレルームの人の利用は禁止ですが、ペットのトイレ場所としての使用は可能とします。 
 ただし、汚れがついた場合には飼い主が責任を持って清潔な状態に戻すこと。 
・ペットの糞尿、使用したおむつや紙シーツ等のゴミは車内に残さず持ち帰ること。 
・車内にペットだけを残して外出しないこと。 

5.責任・損害補償・損害賠償等について 
・車両貸出期間中のペットの事故、または疾病等に関し、当ステーション管理者は一切の責任を負いま
せん。また保険補償の対象外となります。 

・ペットに起因して当ステーションまたは第三者に損害を与えた場合は、飼い主がその一切を賠償する
ものとします。 

・返却時にペットによる破損やひどい汚れがあった場合には、修理代（実費）や特別クリーニング代
（25,000円）をお支払いいただきます。 

・車両返却時に著しい臭気・抜け毛・汚損などがあり、次の利用者に対しての貸出が不可能となった場
合の休業補償料金（1日につき25,000円）をお支払いいただきます。 

・車両返却後、貸出車両「パタゴニア」でのペット同乗があったと思われる状況が確認できた場合に
は、成田東和田ステーションカーシェア利用同意書第5項のNOC(ノンオペレーションチャージ)の自
走可能の場合の規定を準用し、休業補償金として150,000円をお支払いいただきます。 

 
       

6.返却時の車内美化について 
車両返却時には、備え付けの粘着カーペットクリーナーを使用して簡単に掃除をお願いいたします。また車
内にはゴミ等は残さずご自宅にお持ち帰りください。東和田ステーションは無人のためゴミの引き取りはで
きません。 
 
 
 

 
 

 
  ペット同乗に関して、上記全ての項目について承諾し貸出条件に同意し、JoyCa並びに東和田 
ステーション管理者への異議申し立ては行いません。 

          
  
 日付（西暦）                  署名 


